
○
平
成
十
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
十
七
号
（
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
の
呼
出
名
称
記
憶
装
置
及
び
識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
を
廃
止
す
る
告
示
案 

新
旧
対
照
表 

（
下
線
部
分
が
変
更
箇
所
） 

改
正
案 

現
行 

（
廃
止
） 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
九
条

の
二
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
の
呼
出
名

称
記
憶
装
置
及
び
識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

な
お
、
平
成
元
年
郵
政
省
告
示
第
四
十
六
号
（
特
定
小
電
力
無
線
局
の
呼
出
名

称
記
憶
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
、
平
成
四
年
郵
政
省
告
示
第
三
百
二
十

一
号
（
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
呼
出
符
号
記
憶
装
置
及
び

識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
、
平
成
四
年
郵
政
省
告
示
第
七
百
五
十
九

号
（
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
呼
出
符
号
記
憶
装
置
及
び
識
別

装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
、
平
成
五
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
二
十
一
号

（
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
及
び
簡
易
型
携
帯
電
話
の
陸
上
移
動
局

の
呼
出
名
称
記
憶
装
置
及
び
識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
、
平
成
九
年

郵
政
省
告
示
第
五
百
二
十
八
号
（
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移

動
局
の
呼
出
符
号
記
憶
装
置
及
び
識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
は
、

廃
止
す
る
。 

 

一 

呼
出
名
称
記
憶
装
置
の
技
術
的
条
件 

 
１ 

記
憶
し
た
呼
出
名
称
が
容
易
に
消
去
さ
れ
な
い
こ
と
。 

 
２ 
呼
出
名
称
を
記
憶
し
な
け
れ
ば
電
波
の
発
射
を
可
能
と
し
な
い
こ
と
。 

 

３ 
容
易
に
取
り
外
し
で
き
な
い
こ
と
。 

 

４ 

呼
出
名
称
を
送
信
す
る
場
合
に
お
い
て
送
信
機
か
ら
送
信
さ
れ
る
信
号

別添９ 



（
以
下
「
信
号
」
と
い
う
。
）
の
変
調
方
式
及
び
符
号
構
成
は
次
に
よ
る
こ

と
。 

 

（
一
） 

変
調
方
式
及
び
変
調
速
度
は
、
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八

の
二
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
二
） 

信
号
は
、
別
図
の
適
用
域
で
次
のP

N

パ
タ
ー
ン
に
よ
る
ス
ク
ラ
ン

ブ
ル
を
か
け
て
送
信
さ
れ
る
こ
と
。 

 
Ｐ

Ｎ
（

10
,
3）

 

 

こ
の
場
合
、
演
算
の
初
期
値
は
、
「
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
」
で
あ
る

こ
と
。 

 

（
三
） 

信
号
は
、
別
図
の
と
お
り
並
べ
ら
れ
た
ス
タ
ー
ト
シ
ン
ボ
ル
信

号
、
シ
ン
ボ
ル
同
期
信
号
、
フ
レ
ー
ム
同
期
信
号
、
呼
出
信
号
、
誤
り
検

出
信
号
及
び
デ
ー
タ
信
号
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
。 

 

（
四
） 

ス
タ
ー
ト
シ
ン
ボ
ル
信
号
は
、「
一
〇
」
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
五
） 

シ
ン
ボ
ル
同
期
信
号
は
、
「
〇
一
」
か
ら
始
ま
り
「
〇
一
」
と
「
一

〇
」
が
交
互
に
並
ん
だ
六
二
ビ
ッ
ト
の
符
号
か
ら
成
る
こ
と
。 

 

（
六
） 

フ
レ
ー
ム
同
期
信
号
は
、
「
〇
一
〇
一 

〇
〇
〇
〇 

一
一
一
〇
一

一
一
一 

〇
〇
一
〇 

一
〇
〇
一 

一
〇
〇
一 

〇
〇
一
一
」
で
あ
る
こ

と
。 

 

（
七
） 

誤
り
検
出
符
号
は
次
の
生
成
多
項
式
に
よ
る
こ
と
。 

 
1
＋
Ｘ

5＋
Ｘ

1
2＋

Ｘ
1
6 

 
こ
の
場
合
、
演
算
の
初
期
値
は
、
「
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
」
で
あ
る
こ
と
。 



 

二 

識
別
装
置
の
技
術
的
条
件 

 

自
動
的
に
受
信
し
た
電
波
か
ら
識
別
符
号
（
通
信
の
相
手
方
を
識
別
す
る
た

め
の
符
号
で
あ
っ
て
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
識
別
信
号
以
外
の
も
の
を
い
う
。
）
を
検
出
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
別

図
 
信

号
の
構

成
 

 

 

 
 

 


